
【第一部 基調講演】 

 「労働条件の変更をめぐる法的諸問題－労働者の同意の認定を中心に－」 

 〈講師〉 

   奥田 香子 氏（近畿大学大学院法務研究科教授・滋賀県労働委員会公益委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第二部 パネルディスカッション】 

 〈事例発表者兼パネリスト〉 

  個別労働紛争事例 

   青山 保子 氏（愛媛県労働委員会公益委員・特定社会保険労務士） 

  集団的労使紛争事例 

   大藪 修二 氏（香川県労働委員会使用者委員・株式会社タダノ顧問） 

 〈パネリスト〉 

   奥田 香子 氏（基調講演講師） 

   本林 隆行 氏（徳島県労働委員会使用者委員・本林家具株式会社代表取締役） 

   畑山 佳代 氏（高知県労働委員会労働者委員・高知県労働組合連合会副執行委員長） 

   瀧  幸 治 氏（香川労働局総務部企画室労働紛争調整官） 

 

 

 

 

 

労働委員会は、集団的労使紛争、個別労働紛争の解決に大きな役割を果たしてきたが、他方、労働委員会制度そのものに

ついての認知度が必ずしも高くないという状況に鑑み、学識経験者による基調講演並びに集団的労使紛争、個別労働紛争又

は不当労働行為の救済申立てを扱った労働委員会委員等によるパネルディスカッションを通じ、労働委員会制度とその機能

等について労使関係者の認識を深めることを目的として本セミナーを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈コーディネーター〉 
鹿子嶋 仁 氏（中央労働委員会四国区域地方調整委員公益委員、香川大学・愛媛大学連合法務研究科 

准教授） 

 

 

 

（主催）中央労働委員会事務局四国地方事務所 

（協賛）徳島県労働委員会、香川県労働委員会、愛媛県労働委員会、高知県労働委員会 

 

日 時 

会 場 

労使関係セミナーのご案内 
－労働委員会制度とその機能－ 

高松サンポート合同庁舎 低層棟２階 アイホール 

平成２６年１０月３日(金)１３：３０～１６：３０ 

（香川県高松市サンポート３－３３） 

定員等 
定員：８０名（先着順）、参加費：無料 
※ 申込方法につきましては、裏面の「受講申込書」によりお申し込み下さい。 

奥 田
おくだ

 香 子
かおこ

氏 プロフィール 

○ 主な経歴 

   大阪市立大学大学院法学研究科後期博士課程単位取得退学／法学修士 

   平成 ４ 年 ４ 月 京都府立大学女子短期大学部専任講師 

   平成 ９ 年 ４ 月 京都府立大学福祉社会学部助教授 

   平成 20年 ４ 月 京都府立大学公共政策学部准教授 

   平成 22年 ４ 月 近畿大学大学院法務研究科教授（現在に至る） 

   平成 23年 ４ 月 滋賀県労働委員会公益委員（現在に至る） 

○ 主な著書・論文 

・ 『ベーシック労働法〔第 5版〕』（共著、2013年、有斐閣） 

・ 「個別的労働関係法における労働組合の意義と機能」日本労働法学会誌 119号（2012年） 



 

 

 

13:00      受付開始 

13:30～13:40  開会挨拶 

13:40～14:40  基調講演 

「労働条件の変更をめぐる法的諸問題－労働者の同意の認定を中心に－」 

14:40～14:50  休憩 

14:50～16:30  パネルディスカッション 

 

 

     

 

 

 

 

 

企業・団体名 
 

連絡先電話 

－   － 
住    所 （〒        ） 

(受講票送付先) (内線   ) 

受  講  者 

(氏名･役職等) 

 
役 職 等 

(フリガナ) 

氏  名 

1 
  

2 
  

3 
  

※１ 個人参加の方は、住所、氏名、連絡先電話番号のみで結構です。 

※２ 受講申込書に記載された個人情報については、目的以外に使用しません。 

プログラム 

〈会場案内図〉 

受 講 申 込 書 

 
１ 会 場 

高松サンポート合同庁舎低層棟２階 アイホール 

（アイホールは、アイプラザ(郵便局側)の２階になります。） 

※ なお、合同庁舎には 駐車場が少ないため、公共交通機 

関等のご利用をお願いします。 

２ 申込み方法 

① 下記の「受講申込書」に必要事項を記入して、ＦＡＸで

お申込み下さい。受講者には、受講番号を記載した「受講

票」をお送りします。 

② 受講当日には、「受講票」を必ず持参して下さい。 

③ 受講定員を超えて申込まれた方には、当事務所からお 

断りの電話又はファックスをすることがあります。 

３ お問合せ先 

中央労働委員会事務局 四国地方事務所 

〒760-0019  高松市サンポート３－３３ 

        高松サンポート合同庁舎 ２階 

ＴＥＬ ０８７－８５１－８１１７  

ＦＡＸ ０８７－８１６－１７３０ 

労使関係セミナーの受講申込みについて 


